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令和５年度奈良県食品衛生監視指導計画に基づく監視指導結果について 
 
 食品衛生法第 24 条第１項の規定により定めた令和５年度奈良県食品衛生監視指導計画に基づく監視指
導の実施結果について下記のとおり概要を取りまとめましたので公表します。なお、本結果の対象は奈良
市を除く奈良県内全域で、実施期間は令和５年４月１日から令和６年３月 31 日までの１年間です。 
 
１ 監視指導体制及び監視指導対象施設について 

食品衛生法第 30 条第１項に規定する食品衛生監視員、と畜場法第 19 条第１項に規定すると畜検査員
及び食鳥処理の事業の規定及び食鳥検査に関する法律第 39 条第１項に規定する食鳥検査員の任命・指
定状況については、表１のとおりです。また、食品に係る試験検査体制の状況及び各保健所別監視指導
対象施設の状況については、表２及び表３のとおりです。 

 

表１ 食品衛生監視員・と畜検査員・食鳥検査員の配置状況 

実施機関 担当課 担当係 食品衛生監視員 食鳥検査員 と畜検査員 

郡山保健所 衛生課 食品衛生係 

獣疫生活衛生係 

10 名 

（内 6 名兼務) 

2 名 

（兼務） 

2 名 

（兼務） 

中和保健所 食品衛生課 

 

生活衛生課 

食品衛生第一係 

食品衛生第二係 

獣疫生活衛生係 

22 名 

（内 15 名兼務） 

12 名 

（兼務） 

12 名 

（兼務） 

吉野保健所 衛生課 食品・獣疫生活衛

生係 

4 名 

（内 4 名兼務） 

2 名 

（兼務） 

2 名 

（兼務） 

吉野保健所五條出張所 

    （以下、吉野(出)） 

衛生課 食品・獣疫生活衛

生係 

3 名 

（内 3 名兼務） 

0 名 

（兼務） 

0 名 

（兼務） 

保健所 
39 名 

（内 28 名兼務） 

16 名 

（兼務） 

16 名 

（兼務） 

 

食品衛生検査所 市場食品検査課 市場食品検査係 4 名 

（内 1 名兼務） 

0 名 

 

0 名 

 

食肉検査課 第一,二,三係 16 名 

（兼務） 

16 名 

（兼務） 

16 名 

（兼務） 

表２ 食品に係る試験検査体制の状況 

実施機関 担当課等 試験検査の実施内容 

保健研究センター 食品担当 食品添加物・残留農薬・動物用医薬品等の理化学検査等 

細菌担当 

ウイルス・疫学情報担当 

食中毒菌・ウイルス等の微生物検査等 

食品衛生検査所 食肉検査課 食肉中の微生物及び動物用医薬品の検査等 

市場食品検査課 食品添加物等の理化学検査及び食中毒菌等の微生物検査等 

表３ 各保健所別監視指導対象施設の状況  
 

実施機関 食品衛生法関係 施設数 食鳥処理法関係 施設数 

 郡山保健所  許可  3,928  2 

  届出   1,756 （内小規模認定） (2) 

 中和保健所  許可  7,082  7 

  届出  2,240 （内小規模認定） (6) 

 吉野保健所  許可  1,075  3 

  届出    480 （内小規模認定） (3) 

 吉野（出）  許可    714  1 
  届出    255 （内小規模認定） (1) 

合計  許可 12,799  13 

  届出  4,731 （内小規模認定） (12) 

                                   (ただし、休止施設を除く) 
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２ 監視指導結果について 
（1）食品等事業者に対する監視指導の実施状況 

食品衛生法第 30 条第２項の規定に基づき実施した表３の対象施設（許可施設：12,799 施設、届出施
設：4,731施設）に対する立入検査の実施状況は、表４－１及び表４－２のとおりです。 

 
表４－１ 許可を要する施設に対する監視指導の状況 

業      種 監視回数(回／年) 
Ａ 

施設 
Ｂ 

監視数 
Ｃ 

監視率(%) 
Ｃ／(Ａ×Ｂ)×１００ 

法違反等行政処
分施設 

令和 04・05 年度における食中毒発生施設 2.0       3       9      150.0 
令和 05 年度に行政処分を受けた施設 2.0       3      14      233.3 

大規模広域流通食品製造・加工施設 2.0      48      50       52.1 
生食用食肉を加工・調理する施設 2.0       5       1       10.0 
ふぐを処理する施設 1.0     146     340      232.9 
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飲 
食 
店 
営 
業 

一般食堂・レストラン等 0.5   3,950     806       40.8 
  〃 （1 回 300 食以上又は 1 日 750 食以上） 2.0      10       3       15.0 
仕出し屋・弁当屋 1.0     723     134       18.5 
  〃 （1 回 300 食以上又は 1 日 750 食以上） 2.0      16       7       21.9 
旅館・ホテル 1.0     193      63       32.6 
 〃 （1 回 300 食以上又は 1 日 750 食以上） 2.0       2       1       25.0 
簡易宿所 0.5     120      40       66.7 
その他 適宜   2,407     385       80.0 

《簡易》飲食店営業 適宜     639     103       80.6 
菓子（パンを含む）製造業 0.5   1,453     331       45.6 
菓子（パンを含む）製造業（小分け包装のみの製造に限る) 適宜      19       2       52.6 
《簡易》菓子製造業 適宜      42       4       47.6 
乳処理業 1.0       1       3      300.0 
特別牛乳さく取処理業 0.5       0       0          - 
乳製品製造業 1.0       5       4       80.0 
集乳業 0.5       0       0          - 
魚介類販売業 0.5     508     195       76.8 
  〃 （調理加工を行わない魚介類の販売に限る） 適宜     118      15       63.6 
魚介類せり売り営業 -       2      36          - 
魚肉ねり製品製造業 1.0       4       0        0.0 
食品の冷凍又は冷蔵業 1.0      29      16       55.2 
缶詰又は瓶詰食品製造業 1.0      40       4       10.0 
喫茶店営業 適宜      29       1       17.2 
《簡易》喫茶店営業（自動販売機を除く） 適宜      15       0        0.0 
  〃 （自動販売機） 適宜      81       3       18.5 
あん類製造業 0.5       2       1      100.0 
アイスクリーム類製造業 1.0      46      22       47.8 
食肉処理業 1.0      63      17       27.0 
食肉販売業 0.5     606     125       41.3 
  〃 （調理加工を行わない包装食肉のみの販売に限る） 適宜     132      14       53.0 
食肉製品製造業 1.0      15       6       40.0 
乳酸菌飲料製造業 1.0       1       0        0.0 
食用油脂製造業 1.0       7       2       28.6 
マーガリン又はショートニング製造業 1.0       0       0          - 
みそ製造業 1.0      22       7       31.8 
醤油製造業 1.0      11       5       45.5 
ソース類製造業 1.0      12       2       16.7 
酒類製造業 0.5      41       6       29.3 
豆腐製造業 1.0      46      19       41.3 
納豆製造業 0.5       0       0          - 
めん類製造業 1.0     111      31       27.9 
  〃 （小分け包装のみの製造に限る） 適宜      29       6      103.4 
そうざい製造業 1.0     330     143       43.3 
添加物（法第 11 条第 1 項）製造業 1.0      15       2       13.3 
食品の放射線照射業 0.5       0       0          - 
清涼飲料水製造業 1.0      44      19       43.2 
氷雪製造業 適宜       2       0        0.0 
調理機能を有する自動販売機（要許可） 適宜      66       3       22.7 
水産製品製造業 1.0       3       2       66.7 
液卵製造業 1.0       0       0          - 
みそ又はしょうゆ製造業 1.0      37      11       29.7 
複合型そうざい製造業 1.0       2       0        0.0 
冷凍食品製造業 1.0      11       8       72.7 
複合型冷凍食品製造業 1.0       0       0          - 
漬物製造業 1.0      80      34       42.5 
密封包装食品製造業 1.0      37      19       51.4 
食品の小分け業 適宜      28      27      482.1 
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移 
動 
業 

 種 

飲食店営業 適宜     500      83       83.0 
菓子製造業 適宜      32       0        0.0 
魚介類販売業 適宜      32       0        0.0 
喫茶店営業 適宜       5       0        0.0 
食肉販売業 適宜      23       0        0.0 

 アイスクリーム製造業 適宜       2       0        0.0 
                          計  12,799   2,770       45.2 

 ※監視回数が適宜の業種については、便宜上 0.2回／年で監視率の算出をしています。 
 
 
 
表４－２ 許可を要しない施設に対する監視指導の状況 

業      種 監視回数(回／年) 
Ａ 

施設 
Ｂ 

監視数 
Ｃ 

監視率(%) 
Ｃ／(Ａ×Ｂ)×１００ 
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野菜果物販売業     適宜     269     117      217.5 
魚介類販売業（包装済みの魚介類のみの販売）     適宜      85      25      147.1 
食肉販売業（包装済みの食肉のみの販売業）     適宜     136      19       69.9 
乳類販売業     適宜     976      43       22.0 
氷雪販売業     適宜       7       1       71.4 
コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）     適宜     346       1        1.4 
弁当販売業     適宜      41       2       24.4 
米穀類販売業     適宜      55       3       27.3 
通信販売・訪問販売による販売業     適宜      14       3      107.1 
コンビニエンスストア     適宜     101       6       29.7 
百貨店、総合スーパー     適宜     203      22       54.2 
自動販売機による販売業（自動洗浄・屋内設置、ただし、５コ

ップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）を除く。）     適宜     454       0        0.0 

その他の食料・飲料販売業     適宜     727      97       66.7 
添加物製造・加工業（法第 13 条第 1 項の規定により規格が定め

られた添加物の製造を除く。）     適宜       1       0        0.0 

いわゆる健康食品の製造・加工業     適宜      45       2       22.2 
コーヒー製造・加工業（飲料の製造を除く。）     適宜      79       5       31.6 
農産保存食料品製造業・加工業     適宜     243      13       26.7 
調味料製造・加工業     適宜      46       2       21.7 
糖類製造・加工業     適宜       3       0        0.0 
精穀・製粉業     適宜      31       0        0.0 
製茶業     適宜      52       2       19.2 
海藻製造・加工業     適宜       1       0        0.0 
卵選別包装業     適宜       7       2      142.9 
その他の食料品製造・加工業     適宜     347      52       74.9 
行商     適宜      17       0        0.0 
集団給食施設     適宜     332      17       25.6 
器具、容器包装の製造・加工業（合成樹脂が使用された器具又

は容器包装の製造、加工に限る。）     適宜      89       0        0.0 

露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされ

ないもの     適宜       6       0        0.0 

その他     適宜      18       1       27.8 
                          計   4,731     435       46.0 

 ※監視回数が適宜の業種については、便宜上 0.2回／年で監視率の算出をしています。 
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（2）と畜検査の実施状況 

と畜場法第 14条の規定に基づく獣畜のとさつ又は解体の検査の実施状況は、表５のとおりです。 
 
表５ と畜検査の実施状況 

獣畜の種類 
牛 とく 

※ 
馬 豚 めん羊 山羊 合計 

肉用 乳用 小計 

検査頭数 1,712  1,556  3,268  1  11  7,100 4  0  10,384  

処分頭数 

とさつ･解体禁止 0  0  0  0  0  0  0  

全部廃棄 16  0  0  4  0  0  20  

一部廃棄 2,844   1 11  6,631  4  0  9,491  

 ※「とく」：１歳未満の仔牛 

 
 
（3）牛海綿状脳症(ＢＳＥ)・伝達性海綿状脳症（ＴＳＥ）スクリーニング検査の実施状況 

牛海綿状脳症対策特別措置法第７条及びと畜場法第 14 条の規定に基づくと畜場におけるスクリーニ
ング検査の実施状況は、表６－１及び表６－２のとおりです。 

 
表６－１ 牛海綿状脳症(ＢＳＥ)スクリーニング検査の実施状況 

区分 法定検査  

牛の月齢 24か月齢超 

検査頭数 10 

陽性頭数 0 

陰性頭数 10 

 
表６－２ 伝達性海綿状脳症(ＴＳＥ)スクリーニング検査の実施状況 

獣畜の種類 めん羊 山羊 合計 

検査頭数 0  0  0  

陽性頭数 0  0  0  

陰性頭数 0  0  0  
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（4）食品等の収去検査の実施状況 

食品衛生法第 28 条の規定に基づき実施した収去検査の実施状況については、表７－１、表７－２の
とおりです。 

 
表７－１ 収去検査の実施状況（検査種類別） 

検査の種類 対象食品 
検体数 
（延数） 

違反検体数 

食品衛生法の成分規

格、使用基準等 

衛生管理指標、その

他 

理化学検査 

漬物、肉類・食肉製品、
魚介類等、清涼飲料水、
アイスクリーム類等、乳
及び乳製品、豆腐類、め
ん類、菓子類、調味料・
みそ等、青果類、輸入食
品 

117 0 0 

微生物検査 

弁当・そうざい等、漬物、
肉類・食肉製品、魚介類
等、清涼飲料水、冷凍食
品、アイスクリーム類等、
乳及び乳製品、豆腐類、
めん類、菓子類、野菜・
果実加工品、卵 

267 
1 

（アイスクリーム
類） 

14 
(弁当・そうざい等、
肉類・食肉製品、豆
腐類、めん類、その

他) 

残留農薬検査 
肉類・食肉製品、青果類、
輸入食品、卵 

92 
1 

（青果類） 
－ 

食物アレルゲン検査 加工食品 4 0 － 

遺伝子組換え食品検査 豆腐類 4 1 － 

放射性物質検査 青果類等 43 0 － 

県内農産物の残留農薬
モニタリング検査 

県内青果類 101 1 － 
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表７－２ 収去検査の実施状況（食品等分類別） 

食品等分類 
実施数 
(予定数） 

検査区分 
保健所収去 市場収去 

検 体 不適検体 項 目 不適項目 検 体 不適検体 項 目 不適項目 

弁当・そうざい等 
(給食施設の提供食品含む） 

73 
（92） 

使用基準 40 3 0 0 33 0 0 0 
衛生管理指標 120 3 99 0 
その他 9 0 41 0 

漬物 5 
（5） 

使用基準 3 0 15 0 2 0 0 0 
衛生管理指標 0 0 4 0 
その他 1 0 6 0 

食鳥肉・食肉製品等 7 
（8） 

成分規格 3 1 25 0 4 0 0 0 
使用基準 0 0 0 0 
その他 3 3 20 0 

魚介類等 123 
（90) 

成分規格 4 0 4 0 119 0 68 0 
使用基準 0 0 20 0 
暫定的規制値 0 0 8 0 
その他 4 0 500 0 

清涼飲料水 2 
（2） 

成分規格 2 0 6 0 0 0 0 0 
使用基準 5 0 0 0 

氷菓・アイスクリーム類等 7 
（7） 

成分規格 7 1 26 1 0 0 0 0 
その他 0 0 0 0 

乳及び乳製品 1 
（1） 

成分規格 1 0 6 0 0 0 0 0 
使用基準 0 0 0 0 
その他 1 0 0 0 

豆腐類 18 
（18） 

衛生管理指標 10 2 17 3 8 1 14 1 
その他 0 0 18 0 

冷凍食品 7 
（7） 

成分規格 7 0 14 0 0 0 0 0 
その他 0 0 0 0 

めん類 34 
（34） 

成分規格  24 0 6 0 10 4 0 0 
使用基準 9 0 0 0 
衛生管理指標 15 0 30 4 
その他 36 0 10 0 

菓子類 26 
（29） 

成分規格 26 0 1 0 0 0 0 0 
使用基準 0 0 0 0 
衛生管理指標 73 0 0 0 
その他 0 0 0 0 

青果類 79 
（79） 

成分規格 25 0 3,750 0 54 1 8,100 1 
使用基準 0 0 16 0 

野菜・果実加工品 7 
（7） 

衛生管理指標 4 0 12 0 3 0 9 0 
その他 24 0 3 0 

卵（液卵を含む） 7 
（7） 

成分規格 3 0 48 0 4 0 2 0 
その他 9 0 18 0 

食品添加物・調味料・みそ等 9 
（10） 

成分規格 9 0 0 0 0 0 0 0 
使用基準 50 0 0 0 
その他 0 0 0 0 

輸入食品 13 
（13） 

成分規格 13 0 414 0 0 0 0 0 
使用基準 13 0 0 0 
その他 0 0 0 0 

アレルギー物質 4 
（4） 

その他 4 0 8 0 0 0 0 0 

遺伝子組換え食品 4 
（4） 

その他 4 1 4 1 0 0 0 0 

放射性物質 43 
（47） 

成分規格 7 0 14 0 36 0 72 0 

その他 5 
（5） 

成分規格 5 2 0 0 0 0 0 0 
その他 15 2 0 0 

ふきとり検査(設備器具等) 239 
（240） 

その他 0 0 0 0 239 0 478 0 

       合 計 713 
（709）  

201 10 4,757 
 

13 512 6 9,536 6 

（検査区分）                                
成分規格と使用基準：食品衛生法第 13 条により、厚生労働大臣により定められたもの。成分規格と使用基準について、合わ
ないものを販売等してはならないとされている。 
※適合しない場合は、法違反となります。 
暫定的規制値：食品衛生法には、成分規格等定められていないが、通知等により規制値を定められている項目。（食品中のＰ
ＣＢ、魚介類の水銀） 
衛生管理指標：食品衛生法には基準のない食品について、奈良県独自で「食品衛生法で規格基準のない食品等の指導要領」を
定め、指導している項目。 
その他：上記に定められた項目以外にも検査を行い、業者指導の一つとしている。
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（5）農産物等モニタリング検査について 

奈良県産の農産物等を対象として残留有害物質モニタリング検査の実施状況については、表８のと
おりです。 

 
表８ 農産物等モニタリング検査の実施状況 

食品等分類 検査区分 検 体 不適検体 項 目 不適項目 

核果果実 梅 

成分規格 

6 1 900 1 

ベリー類果実 

いちご 12 0 1,800 0 

ブルーベリー 1 0 150 0 

ブドウ 1 0 150 0 

その他の果実 
いちじく、キウイ 2 0 300 0 

柿 12 0 1,800 0 

あぶらな科野菜 
キャベツ、だいこん、こまつな、
はくさい、ブロッコリー等 

12 0 1,800 0 

いも類 
じゃがいも、さつまいも、さとい
も等 

21 0 3,150 0 

うり科野菜 かぼちゃ 7 0 1,050 0 

きく科野菜 レタス 1 0 150 0 

なす科野菜 なす、トマト等 14 0 2,100 0 

ゆり科野菜 ねぎ、たまねぎ等 6 0 900 0 

その他の野菜 ほうれんそう、おくら、えだまめ等 6 0 900 0 

計 101 1 15,150 1
 

 150 農薬について、一斉分析を行った。 
 
 
（6）不良食品の発生状況について 

食品衛生法第６条、第 13 条、第 19 条及び第 20 条の規定による不良食品の発生状況については、表
９のとおりです。 

 
表９ 不良食品の発生状況 

食品分類等

 第６条 第 13 条 第 19 条 第 20 条 表示違反 その他 計 

腐敗

変敗 
有毒

有害 
微生物 

異物

混入 
成分

規格 
製造

基準 
保存

基準 
添加物

使用 

表示

違反 
虚偽誇大

広告・表示 
健康増進法

食品表示法 
有症 

苦情等 

食 
 
品 

 1 菓子類 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 10 14 

 2 乳及び乳製品 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 4 

 3 食肉及び食肉製品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

 4 魚介類及びその加工品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 

 5 冷凍食品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 6 清涼飲料水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 7 調味料類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 8 豆腐及びその加工品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

 9 めん類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 9 

10 惣菜及びその半製品 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 9 

11 漬物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 鯨肉製品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 弁当 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 13 19 

14 果実・野菜及び茶 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 6 

15 その他の製品 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 56 62 

食品添加物及びその製剤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

器具及び容器包装 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

合計
 

0
 

0
 

2
 

7
 

2
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

11
 

120
 

142
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（7）一斉取締りの実施について 

ア 厚生労働省が示す方針を踏まえて行った、食品、添加物の食品一斉取締り（夏期、年末）として、
施設に対する監視、食品の検査を行いました。結果については表 10－アのとおりです。 
 

表 10－ア                  夏期         年末 

許 
可 
施 
設 

令和５年度末現在施設数 12,799 

立入検査延べ施設数 576 293 

施設基準違反 0 0 

管理運営基準違反 0 2 

製造基準違反 0 0 

表示違反 0 0 

その他 0 0 

届 
出 
施 
設 

令和５年度末現在施設数 4,731 

立入検査延べ施設数 189 97 

施設不備 0 0 

食品取扱不良 0 0 

表示違反 0 0 

その他 0 0 

食 
品 
検 
査 

検査件数 84 36 

成分規格等違反 0 0 

表示違反 0 0 

その他 0 0 

 
 

イ 奈良県内３カ所の保健所（郡山、中和、吉野（五條出張所出を含む））の食品衛生監視員により、
観光地を中心に食品衛生許可施設 62 施設、届出施設８施設に対して立ち入り調査を行いました。 
 結果については表 10－イのとおりです。 

 
表 10－イ 観光地一斉取締りの結果 

 許可施設への立入数 届出施設への立入数 施設指導件数 表示違反発見数 

4 月 5 0 0 0 

5 月 0 0 0 0 

6 月 0 0 0 0 

7 月 0 0 0 0 

8 月 0 0 0 0 

9 月 0 0 0 0 

10 月 0 0 0 0 

11 月 0 0 0 0 

12 月 0 0 0 0 

1 月 0 0 0 0 

2 月 0 0 0 0 

3 月 57 8 0 0 

合 計 62 8 0 0 
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３ 食中毒の発生状況について 

  令和５年度の県内（奈良市を含む）食中毒発生状況の概要は、表 11のとおりです。 

  また、食中毒関連調査として実施した細菌・ウイルス検査の実施状況は、表 12のとおりです。 

 

表 11 食中毒の発生状況  

№ 発生月日 保健所 原因施設 摂食者数 患者数 原因物質 事後措置 

 1 4/24 中和 飲食店  6  5 ノロウイルス 3日間営業停止 

 2 6/13 奈良市 不明 274 42 ヒスタミン 関連事業者に対して

衛生管理、温度管理

の徹底を指導 

 3 6/29 奈良市 飲食店 23 5 黄色ブドウ球菌 3日間営業停止 

 4 3/17 中和 飲食店 21 9 ノロウイルス 3日間営業停止 

合計 4件（県：2件、奈良市：2件） 324 61  

 

表 12 食中毒関連調査における細菌・ウイルス検査の実施状況 

月 
検体数 検体数 

合 計 

検 査 

項目数 
食中毒原因菌等 

郡山ＨＣ 中和ＨＣ 吉野ＨＣ 吉野(出) 

 4月  0  4 0 0  4  11 ノロウイルス（3） 

 5月  0  1 0 0  1  12  

 6月  0  9 0 0  9  42 黄色ブドウ球菌（3） 

 7月  0  1 0 0  1  10 カンピロバクター・ジェジュニ（1） 

 8月  0  2 0 0  2  28 黄色ブドウ球菌（1） 

 9月  0  1 0 0  1  12 カンピロバクター・ジェジュニ（1) 

10月  0  1 0 0  1  12 カンピロバクター・ジェジュニ（1） 

11月  0  0 0 0  0   0  

12月  2  1 0 0  3  30 病原大腸菌（astA）（3）、サルモネラ属菌

（1）、カンピロバクター・ジェジュニ（2） 

 1月  0  0 0 19 19  53 ノロウイルス（13） 

 2月  1  6 0 0  7  74 ノロウイルス（7） 

 3月  2 16 0 1 19 131 ノロウイルス（14）、病原大腸菌（astA、

aggR）（1）、黄色ブドウ球菌（1） 

合計  5 42 0 20 67 415  

※食品、拭き取り及び検便等を含む。また、県外からの調査依頼分を含む。 
 
 
 
 
４ 食品衛生に係る講習会等の開催状況について 

食品衛生法第３条第１項において、食品等事業者自らが、販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術
の習得等が求められていることを踏まえ、各保健所が実施した各種講習会の開催状況については、表 13の
とおりです。 
また、食品衛生責任者の養成状況については、表 14のとおりです。 

 
表 13 食品衛生法に係る講習会の開催状況 

講習内容 対象者別 開催数 参加人数 

食中毒の予防対策について 
食品衛生について 
食品表示について 
食の安全・安心について 
衛生課の業務等について 

消費者 1 80 

事業者・給食関係者等 9 257 

学生 6 102 

合 計 16 439 
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表 14 食品衛生責任者の養成状況（認定者含む。） 

実施管内 
受講者数 

R5.4.1～R6.3.31 
延べ受講者数 

認証者数 
R5.4.1～R6.3.31 

延べ認証者数 

郡山保健所管内 192 11,720 0 1,636 

中和保健所管内 422 24,838 0 2,565 

吉野保健所管内  50  2,663 0   268 

吉野（出）管内   0  1,590 0   246 

奈良市保健所管内 206 19,146 2 2,247 

合 計 870 59,957 2 6,962 

 ※e-ラーニングでの受講者(R5受講者 684名)の数は含まれておりません。 
 
 
 
 
５ 食品関連の相談状況について 

奈良県消費生活センター、消費生活センター中南和相談所及び各保健所の食の安全相談窓口に寄せられ
た食品関連の相談状況は、表 15－１のとおりで食品分類別状況は、表 15－２のとおりです。 

 
表 15－１ 食品関連の相談状況 

 
 

消費生活センター及び 
中南和相談所 

各保健所 
食の安全相談窓口 

4月 23 26 

5月 29 33 

6月 26 35 

7月 20 36 

8月 23 19 

9月 26 25 

10月 27 19 

11月 60 15 

12月 34 21 

 1月 24 17 

 2月 30 14 

 3月 11 9 

計 333件 269件 

合計 602件 

 
表 15－２ 食品分類別相談状況  

分類ｺｰﾄﾞ 食品分類 相談件数 分類ｺｰﾄﾞ 食品分類 相談件数 

Ｂ10  食料品一般 52 Ｂ32  菓子類  32 

Ｂ21  穀類 18 Ｂ33  飲料  33 

Ｂ22  魚介類 21 Ｂ34  酒類   3 

Ｂ23  肉類 16 Ｂ40  調理食品  34 

Ｂ24  乳卵類 10 Ｂ51  健康食品 204 

Ｂ25  野菜・海草 6 Ｂ52  食料品その他  22 

Ｂ26  油脂・調味料 4 その他 133 

Ｂ31  果物 14 合 計 602件 
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６ 表彰の実施状況について 

    衛生管理状況が一定水準以上である優良な施設等について、各保健所が実施した表彰の実績は、表 16

のとおりです。 
 

表 16 表彰の実施状況 

表彰区分 
表彰実績（保健所管轄別） 

計 
郡山 中和 吉野 吉野（出） 奈良市 

 厚生労働大臣表彰 

食品衛生優良施設 1 0 0 0 0 1 

食品衛生功労 0 2 1 0 0 3 

調理師関係功労 0 0 0 0 0 1（県外 1 名） 

 知事表彰 

食品衛生優良施設 0 2 0 0 0 2 

食品衛生功労 1 2 1 1 0 5 

調理師関係功労 1 0 0 0 0 1 

合 計 3 6 2 1 0 13（県外 1 名） 

 

 

 

 

７ 食品衛生指導員による食品衛生巡回指導実施状況について 

公益社団法人奈良県食品衛生協会の事業として実施した食品衛生指導員による自主的衛生管理の向上

を目的とした巡回指導及び助言指導の実施状況は、表 17 のとおりです。 
 

表 17 食品衛生指導員の巡回指導実施状況 

管 内 
郡 山 

保健所 

中 和 

保健所 

吉 野 

保健所 

吉 野 

（出） 

奈良市 

保健所 
計 

巡回施設数 5,981 5,850 5,046 2,295 411 19,583 

 


